
No.
新規
継続

重点 事　　業　　名
予算額
（千円）

款 項 目 担当課

1
安全・安

心 避難所等整備事業 10,583 2 1 14 82 ～ 85 総務課 1 ～ 3

2 新規 窓口業務改善事業 1,405 2 1 9 74 ～ 77 デジタル推進課 4 ～ 9

3 新規
公共施設オンライン予約システム導入運用
事業

11,490 2 1 9 74 ～ 77 デジタル推進課 10 ～ 15

4
地域づく

り 地域運営組織推進事業 24,526 2 1 22 90 ～ 91 市民活動推進課 16 ～ 20

5
地域づく

り 地域づくり支援事業 43,284 2 1 22 90 ～ 91 市民活動推進課 21 ～ 24

6
魅力の発

信 スマイルシティ・ライフ体験事業 2,165 2 1 9 74 ～ 77 シティセールス課 25 ～ 28

7
地域づく

り
地域おこし協力隊によるスマイルシティ魅
力発信事業

6,864 2 1 10 76 ～ 79 シティセールス課 29 ～ 31

8
地域づく

り 地域おこし協力隊募集・受入事業 7,075 2 1 10 76 ～ 79 シティセールス課 32 ～ 35

9
魅力の発

信 きらら交流館再整備事業 636,550 2 1 32 104 ～ 105 シティセールス課 36 ～ 42

10
文化・ス
ポーツ 山口県警察音楽隊演奏会開催事業 465 2 1 24 94 ～ 97 文化スポーツ推進課 43 ～ 46

11
文化・ス
ポーツ 現代ガラス展開催事業 11,980 2 1 24 94 ～ 97 文化スポーツ推進課 47 ～ 49

12
文化・ス
ポーツ パラサイクリングのまちＰＲ事業 1,000 2 1 28 100 ～ 101 文化スポーツ推進課 50 ～ 53

13
文化・ス
ポーツ

中学生の文化・スポーツ活動体制整備推進
事業

18,426 2 1 28 100 ～ 101 文化スポーツ推進課 54 ～ 58

14
文化・ス
ポーツ 市民体育館整備事業 498,167 2 1 29 100 ～ 103 文化スポーツ推進課 59 ～ 62

15
地域づく

り
地域おこし協力隊による中山間地域活性
化事業

7,624 2 1 10 76 ～ 79 地域活性化室 63 ～ 66

16
子育て・

学び GIGAスクール推進事業 135,959 10
2
3

2 244 ～ 247 学校教育課 67 ～ 70

17 新規
子育て・

学び 生成AIを活用した新しい学び推進事業 1,947 10 3 2 250 ～ 251 学校教育課 71 ～ 73

18 新規 学校施設の非構造部材の耐震化事業 4,800 10 2 3 246 ～ 247 教育総務課 74 ～ 82

19
子育て・

学び 学校和式トイレ洋式化事業 8,880 10
2
3

3 246 ～ 247 教育総務課 83 ～ 87

20 新規
子育て・

学び 特別教室空調設備設置事業 7,901 10
2
3

3 246 ～ 247 教育総務課 88 ～ 95

21 新規
子育て・

学び 放課後子ども体験教室事業 9,256 10 5 1 256 ～ 261 社会教育課 96 ～ 100

22 新規
子育て・

学び 学校給食実施事業（小学生負担軽減） 178,752 10 6 2 272 ～ 275 学校給食センター 101 ～ 103
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No.
新規
継続

重点 事　　業　　名
予算額
（千円）

款 項 目 担当課

23
安全・安

心 空家等活用促進区域活性化事業 2,000 2 1 13 82 ～ 83 生活安全課 104 ～ 107

24 加齢性難聴者補聴器購入助成事業 1,500 3 1 3 130 ～ 133 高齢福祉課 108 ～ 119

25 新規 認定こども園整備助成事業 16,896 3 2 1 140 ～ 145 子育て支援課 120 ～ 121

26
子育て・

学び
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制
度）

10,219 3 2 2 144 ～ 147 子育て支援課 122 ～ 125

27
子育て・

学び 福祉医療（乳幼児・ひとり親家庭）助成事業 146,225 3 2 2 144 ～ 147 子育て支援課 126 ～ 128

28
子育て・

学び 小野田地区公立保育所整備事業 915,454 3 2 4 146 ～ 151 子育て支援課 129 ～ 138

29 新規
子育て・

学び 公立保育所運営事業（主食提供分） 2,039 3 2 4 146 ～ 151 子育て支援課 139 ～ 140

30
子育て・

学び 放課後児童対策事業（放課後児童クラブ） 190,589 3 2 6 152 ～ 153 子育て支援課 141 ～ 143

31
子育て・

学び 児童クラブ施設整備等事業 5,485 3 2 6 152 ～ 153 子育て支援課 144 ～ 146

32 新規 二次救急医療体制支援事業（臨時分） 7,103 4 1 1 160 ～ 167 健康増進課 147 ～ 150

33 ひきこもり対策事業 2,478 4 1 1 160 ～ 167 健康増進課 151 ～ 154

34 定期予防接種事業（帯状疱疹ワクチン） 33,557 4 1 2 166 ～ 167 健康増進課 155 ～ 157

35 新規 定期予防接種事業（RSウイルスワクチン） 9,635 4 1 2 166 ～ 167 健康増進課 158 ～ 160

36 新規
定期予防接種事業（75歳以上インフルエン
ザワクチン）

44,562 4 1 2 166 ～ 167 健康増進課 161 ～ 163

37 小野田浄化センター施設整備事業 109,436 4 2 3 176 ～ 179 環境課 164 ～ 167

No.
新規
継続

重点 事　　業　　名
予算額
（千円）

款 項 目 担当課

38 多面的機能推進事業 54,707 6 1 4 188 ～ 191 農林水産課 168 ～ 174

39 高泊地区デマンド型交通運営事業 6,255 7 1 1 200 ～ 203 商工労働課 175 ～ 179

40 美祢線沿線地域公共交通推進事業 2,912 7 1 1 200 ～ 203 商工労働課 180 ～ 182

41 地域経済 工場設置奨励金等交付事業 330,612 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 183 ～ 187

42 地域経済 空き店舗等利活用支援事業 2,000 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 188 ～ 195

43 地域経済 創業支援事業 7,200 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 196 ～ 200

44 新規
地域づく

り
地域おこし協力隊による中小企業支援事
業

7,235 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 201 ～ 203

45 小規模土木事業 28,500 8 2 1 210 ～ 213 土木課 204 ～ 207

46
安全・安

心 河川浚渫事業 3,000 8 3 1 216 ～ 219 土木課 208 ～ 212

47 住宅リフォーム資金助成制度 12,000 8 6 1 228 ～ 231 建築住宅課 213 ～ 222

48 新規 市営住宅下水道切替事業 11,140 8 6 1 228 ～ 231 建築住宅課 223 ～ 225

49 市営住宅建替整備事業 358,200 8 6 2 230 ～ 233 建築住宅課 226 ～ 235

令和８年度当初予算　一般会計予算決算常任委員会（産業建設分科会）資料提出事業

予算書 ページ
資料

ページ
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31004生活安全課 2

2 10 4

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

23 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3100402023100402 課（局・室・所）・係・担当者 生活安全課 空き家対策室

1

3

空家等対策に要する最小限のコストであり、妥当である。

妥当性

目的の妥当性

3

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づくものであり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

行政評価とも整合しており、妥当である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されており、妥当である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づくものであり、妥当である。

評価理由

地域の活性化に資するものであり、妥当である。

0

3

今後も増加することが予想される空家等への対策は喫緊の課題であり、妥当である。

空家等の活用を通じて、地域における経済的社会的活動を促進することが目的であり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

区域内の空き家の活用数 成果

-

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

空家法改正（Ｒ5）により市が重点的に空家等の活用を図るエリアを「空家等活用促進区域」として定めることが可能と
なった。中心市街地や地域再生の拠点など、地域の拠点となる区域において空家等が集積すると、当該地域の本来
的機能を低下させてしまうおそれがあるため、空家等の分布や活用の状況等からみて、空家等の活用が必要と認め
る区域を空家等活用促進区域として定め、空家等の活用を通じて、地域における経済的社会的活動を促進する。

中項目（基本施策）

防犯・交通安全・空家等・消費者保護対策の推進 空家等対策の推進

空家等利活用事業

重点プロジェクト

安全・安心

R8

1 1 2

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

空家等活用促進区域活性化事業2 2

R10

2

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

37

評価点

地域住民が受益者であり、妥当である。

5

事
業
概
要

空家等活用促進区域内の空家等

区域内の空家等の所有者に対し、誘導用途に供するために必要な
措置を講じることを要請する。

空家等の活用を通じて、地域における経済的社会的活動を促進す
る。

事中評価(Ｂ)

104



～

2 1 13

21 1

（単位：千円）

4,000千円

空き家対策総合支援事業

財
源
内
訳
／
割
合

補助対象経費の
1/2

一般財源

その他

2,000千円

国庫支出金

1,000千円1,153千円 2,000千円

4,000千円2,153千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

2,000千円
補助対象経費の
1/2

4,000千円

空家等跡地活用促進事業補助金交付要綱

特記事項

○空家等跡地活用促進事業
@2,000,000円×1件＝2,000,000円

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,000千円合計

地方債

2,153千円

R7

補助対象経費の
1/2

補助対象経費の
1/2

2,000千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 空家対策事業費

総務費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

空家対策事業費

R11R8

・空き家の活用の要請
・補助金交付

・空家等促進区域の設定
・空き家の活用の要請
・補助金交付
・先進地視察

・同左

継続 臨時

・同左

R9

中事業

普通旅費

項 空家対策費総務管理費

一般

款

2,000千円

年度

2,000千円
空家等跡地活用
促進事業

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

空家等跡地活用
促進事業

年度別
事業内容

153千円

1,000千円1,000千円

空家等跡地活用
促進事業

4,000千円

4,000千円

2,000千円

空家等跡地活用
促進事業

4,000千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

105
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30202高齢福祉課 2

1 2 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

24 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3020205053020205 課（局・室・所）・係・担当者 高齢福祉課

1

3

対象者条件及び上限額の設定により、助成額を抑制に努めている

妥当性

目的の妥当性

3

補助金交付規則に規定し、要綱を制定予定

3

3

事業の優先度

5

5

新規事業で、効果が期待できる事業

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が行うべき事業である

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

総合計画を進める効果が期待できる事業

評価理由

対象者は、65歳以上の住民税非課税高齢者で、医師が補聴器の必要性を認めるものとした

-

- 0.00%

0

3

令和6年3月議会において「加齢性難聴者の補聴器購入に公費助成制度の創設を求める」請願が採択されたことに伴う事業

住民ニーズが高い事業である（令和6年3月議会「加齢性難聴者の補聴器購入に公費助成制度の創設を求める」請願採択）

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

助成金交付人数 活動

-

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

難聴は、認知症の危険因子としての影響が大きいという報告があり、難聴への早期介入が認知症予防として有効であ
ることが分かっている。また、補聴器の使用が認知機能低下の抑制に効果があることもわかっていることから、本市で
は、認知症予防の取組の一つとして、難聴の早期発見及び中等度難聴者の補聴器の使用を進めたいと考えている。
一方で、補聴器の購入については、経済的に困難な方もおられると考えられることから、補聴器の購入助成制度を創
設する。

中項目（基本施策）

高齢者福祉の充実 高齢になっても住みよい地域づくり

高齢者の居住、生活環境の整備事業（一般会計分①）

重点プロジェクト

R8

92 50 50

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

加齢性難聴者補聴器購入助成事業5 5

R10

50

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

助成金の交付には上限額を設け、購入者にも一定額の負担が発生する

3

事
業
概
要

65歳以上の住民税非課税高齢者で、医師が補聴器の必要性を認め
るもの

助成金の交付

補聴器購入費の負担軽減により、難聴への早期介入を促すことで認
知症機能低下を抑制する

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

108



～

3 1 3

1 2

（単位：千円）

1,500千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

1,500千円

国庫支出金

ふるさと支援基
金

2,760千円

1,500千円

1,500千円2,760千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

1,500千円

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

1,500千円

1,500千円

合計

地方債

2,760千円

R7

1,500千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 高齢者福祉費

民生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

高齢者福祉費（単独）

R11R8

対象者への助成金の交付対象者への助成金の交付 対象者への助成金の交付

継続 臨時

対象者への助成金の交付

R9

中事業

項 高齢者福祉費社会福祉費

一般

款

1,500千円

年度

2,760千円
加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

年度別
事業内容

ふるさと支援基
金

加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

1,500千円

1,500千円

加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

1,500千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

109
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

事
業
概
要

認定こども園設立者

施設整備費の一部助成

認定こども園の健全運営、教育・保育環境の改善、待機児童の解消

事中評価(Ｂ)

33

評価点

国要綱により、事業者の負担割合が定められている

5

R8

1

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

認定こども園整備助成事業1 16

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

保育所等運営支援事業

重点プロジェクト

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

　認定こども園の整備、また認定こども園に移行するための施設整備に対して助成を行うことで、認定こども園の健全
な運営や安心安全な教育・保育の提供に繋げ、加えて定員の確保、待機児童の解消を図ることを目的とする事業

整備施設数 活動

評価項目

3

国庫の財源があり、補助事業として事業者へ支出するため、手段は有効である。

評価理由

質の高い教育・保育を提供する認定こども園を対象としたものであり妥当

3

認定こども園に移行するための施設整備に補助するものであり、待機児童の解消を図るため優先度は高い

教育・保育環境を整えることで安全な教育・保育を確保するものであり、教育・児童福祉施設の充実に資するため妥当

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

幼稚園を運営する学校法人が整備を行い、市が補助する

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第４条第１号に基づく教育・保育を行うために不可欠なもの

3

3

事業の優先度

5

5

効果が期待される事業

補助基準の範囲内で補助するもの

1

3

25 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010101163010101 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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～

3 2 1

12 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

11,264千円

4,500千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 児童福祉総務費児童福祉費

一般

款

16,896千円

年度

認定こども園施
設整備補助金

R8 予算種別

児童福祉総務費

R11R8

第二るんびに認定こども園
創設

新規 臨時

R9

中事業
予算費目

R6（決算額）

大事業 児童福祉総務費

民生費

R7（予算額）

R8

16,896千円

山陽小野田市補助金交付規則

特記事項

負担割合　国1/2　市1/4　事業者1/4
※総事業費　22,528千円　国11,264千円、市5,632千円、事業者5,632千円
令和６年度、令和７年度はなし
令和８年度　第二るんびに幼稚園が改修を実施し、令和９年度から幼稚園型認定こども園へ

80％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

16,896千円合計

地方債

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

1,132千円1/4一般財源

その他

就学前教育・保育施設整備交付金（こども家庭庁）
一般補助施設整備事業債（市の負担額の80％を充当、交付税措置無）

財
源
内
訳
／
割
合

1/2
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

視点

事
業
概
要

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていな
い０歳６か月～満３歳未満の未就園児。

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度の認可を受けた事業所
に事業を委託して実施する。

こどもの良質な成育環境を整備し、子育て施策の充実を図る。

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

37

評価点

保護者負担がある

5

R8

- 516 516

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）5 7

R10

516

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

多様な子育て支援事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き
方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間の利用可能枠の中で、就労要件を問わ
ず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業（「こども誰でも通園制度」)を実施する。

乳児等通園支援事業（こども誰で
も通園制度)年間利用延べ人数

活動

評価項目

5

子ども政策には有効的

評価理由

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない０歳６か月～満３歳未満の未就園児が対象

-

-

3

国の政策として優先的に取り組む事業である。

こども誰でも通園制度を利用する保護者の子育て負担の軽減を行う

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市内全域の対象児童に実施される

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

子育て支援対策として、国・市が行う事業

3

3

事業の優先度

5

5

国の政策とし合致している

国・県の財源充当ある

1

令和７年度の試行的実施（１０月開始）
を踏まえ、実施園数を増やしていく。

3

26 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010105073010105 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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～

3 2 2

4 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

1/8

有

R12R10

42千円通信運搬費

38千円

政策的事業区分

交付税

通信運搬費

印刷製本費

目

乳児等通園支援
事業委託料

13,277千円

13,377千円

10,032千円

乳児等通園支援
事業委託料

13,277千円

消耗品費

印刷製本費

42千円

1,050千円

通信運搬費 消耗品費42千円

消耗品費

7,513千円6,485千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

委託料

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

負担金、補助金
及び交付金

項 児童措置費児童福祉費

一般

款

42千円通信運搬費

8,319千円

年度

7,614千円
乳児等通園支援
事業委託料
こども誰でも通園制度実
施施設ＩＣＴ化推進事業
費補助金

R13以降 予算種別

多様な子育て支援事業費

R11R8

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

継続 臨時

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

R9

中事業

38千円

1,800千円

20千円

38千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 多様な子育て支援事業費

民生費

消耗品費 38千円

印刷製本費 20千円

R7（予算額）

8,764千円

R7

印刷製本費

3/4

20千円

20千円

3/4・2/3

10,219千円

山陽小野田市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施要綱
山陽小野田市こども誰でも通園制度実施施設ＩＣＴ化推進事業費補助金交付要綱

特記事項

令和７年度は試行実施し、令和８年度からの本格実施。
〇こども誰でも通園制度実施施設ICT化推進事業費補助金
【補助割合】国1/2、市1/4、事業者1/4
　希望12園　補助基準額　200,000円　国市合計150,000円*12園＝1,800千円
【財源割合】　国2/3、市1/3　国100,000円、市50,000円

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

10,219千円合計

地方債

10,032千円3/4

13,377千円

1,672千円1,672千円

1,673千円

13,377千円

1/8

8,764千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

1,654千円2,279千円

1/81,052千円

1/8、1/3

1/8

一般財源

その他

1,673千円

1/8

13,377千円

子どものための教育・保育給付交付金

財
源
内
訳
／
割
合

3/4、2/3
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30102子育て支援課 2

1 1 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

視点

事
業
概
要

小学校就学前の乳幼児、ひとり親家庭の父・母及び１８歳未満の児童

対象者に受給者証を交付し、医療費自己負担部分を助成する

子育て世帯、ひとり親家庭の医療費自己負担の軽減

対象者に支給

事中評価(Ｂ)

37

評価点

乳幼児医療費助成は所得制限を撤廃した。ひとり親家庭医療費助成は所得要件による受給制限がある。

5

R8

2,248人 2,192人 2,150人

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

福祉医療（乳幼児・ひとり親家庭）助成事業4 1

現状維持

R10

2,100人

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 切れ目のない寄り添った子育て支援体制の充実

乳幼児・子ども医療費等助成事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

1,019人

乳幼児医療費助成：小学校就学前の乳幼児の医療費（保険適用）自己負担分を助成する。父母の市民税所得割額
の合計が136,700円を超える世帯は、単市助成分で助成する。
ひとり親家庭医療費助成：18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父・母及び児童に対して、医療費(保険適用)の
自己負担分を助成する。ただし、市民税所得割が非課税の世帯に限る。

対象者に支給

乳幼児医療費助成の受給者数

対象者に支給
ひとり親家庭医療費助成の受給
者数

活動

対象者に支給

―

2,375人

評価項目

3

総合計画を進める効果が高い事業

評価理由

乳幼児又はひとり親家庭を対象とする制度であり妥当。

2,207人

92.92% 85.40%

1,920人

―

1,103人

5

山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱に基づいて実施する事業。

山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱に基づいて対象者の保健の向上を目的とするものであり妥当。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

行政機関以外が実施主体になりえない事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

行政機関以外が実施主体になりえない事業。

3

5

事業の優先度

5

3

施策評価において次年度の取組と合致した事業

県の財源を充当する想定となっている。

1

3

対象者に支給

27 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010204013010204 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 子育て支援係

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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3 2 2

3 1

（単位：千円）

124千円

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

44,000千円
ひとり親家庭医
療助成費

10,104千円

その他

印刷製本費

政策的事業区分

交付税

手数料

その他

帳票類印刷・封
入等委託料

目

乳幼児医療助成
費

90,000千円

146,225千円

451千円

乳幼児医療助成
費

90,000千円

手数料

通信運搬費

10,104千円

44,000千円

その他

36,710千円 高額療養費

70,491千円

高額療養費、ふるさと
支援基金繰入

1/2

8,629千円 手数料 手数料10,104千円

124千円

通信運搬費

451千円

1/2

20,000千円

乳幼児医療助成
費

消耗品費 その他

印刷製本費

38,374千円

合計

ひとり親家庭医
療助成費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

手数料

35千円

82,175千円
乳幼児医療助成
費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

ひとり親家庭医
療助成費

項 児童措置費児童福祉費

一般

款

44,000千円
ひとり親家庭医
療助成費

53,565千円

90,000千円

年度

90,000千円
乳幼児医療助成
費

ひとり親家庭医
療助成費

R13以降 予算種別

福祉医療助成事業費

R11R8

継続 経常

R9

中事業

564千円

44,000千円

564千円

帳票類印刷・封
入等委託料

982千円

10,104千円

予算費目

帳票類印刷・封
入等委託料

R6（決算額）

大事業

548千円

福祉医療助成事業費

民生費

通信運搬費 864千円

帳票類印刷・封
入等委託料

132千円

549千円

印刷製本費451千円

R7（予算額）

146,100千円

R5以前

通信運搬費

印刷製本費

982千円

564千円

982千円

451千円

145,575千円

124千円

帳票類印刷・封
入等委託料

印刷製本費235千円

通信運搬費 388千円

146,225千円

山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱、山口県補助金等交付規則
山陽小野田市乳幼児医療費助成助成規則、山陽小野田市ひとり親家庭医療費助成規則

特記事項

平成28年8月以降、乳幼児の所得制限を撤廃した。
消耗品費、印刷製本費、役務費は、「子ども医療費助成事業」の事業費を含んでいる。予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

145,575千円 146,225千円

4,000千円

合計

地方債

146,225千円

4,000千円

43,245千円43,245千円

4,000千円 高額療養費

98,980千円

146,225千円146,100千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

高額療養費、ふるさと
支援基金繰入

34,000千円 高額療養費

78,980千円68,855千円

43,245千円 1/243,245千円1/2

一般財源

その他

98,980千円

1/2

146,225千円

山口県福祉医療費助成事業補助金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

手数料 6,542千円 手数料

通信運搬費 395千円 通信運搬費

乳幼児医療助成費 81,513千円

147,939千円

94.90%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

子育て支援課 子育て支援係 事務事業番号 201020401

事業区分

政策的

53,565千円 ひとり親家庭医療助成費 44,000千円

スマイルエイジング

手数料 8,629千円 手数料 10,104千円

35千円 消耗品費等 132千円

451千円

7,256千円

475千円

小学校就学前の乳幼児、ひとり親家庭の父・
母及び１８歳未満の児童

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

印刷製本費 245千円 印刷製本費 231千円 印刷製本費 235千円 印刷製本費

消耗品費 92千円 消耗品費 33千円 消耗品費

388千円 通信運搬費 864千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 子育ての不安と負担の軽減

乳幼児医療助成費

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

市内在住の小学校入学前までの乳幼児について、保護者の所得によらず、医療費助成の対象とし、子育て支援
の一助となった。また、18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父・母及び児童に対して、医療費(保険適用)
の自己負担分を助成することにより、ひとり親家庭への支援への一助となった。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

146,100千円

一般財源 81,839千円 83,765千円

高額療養費・ふるさと支援基金 34,000千円

70,491千円 68,855千円

その他 高額療養費・ふるさと支援基金 12,347千円 高額療養費・ふるさと支援基金 22,427千円 高額療養費・ふるさと支援基金

経常 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

帳票類印刷・封入等委託料 548千円

通信運搬費

91,573千円

乳幼児・子ども医療費等助
成事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1
福祉医療（乳幼児・ひとり親家庭）助成事
業

２－（１）

対象者に受給者証を交付し、医療費自己負担
部分を助成する

子育て世帯、ひとり親家庭の医療費自己負担
の軽減

事業期間 R1以前 R9以降 予算種別 継続

乳幼児医療費助成：小学校就学前の乳幼児の医療費（保険適用）自己負担
分を助成する。父母の市民税所得割額の合計が136,700円を超える世帯は、
単市助成分で助成する。
ひとり親家庭医療費助成：18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父・母
及び児童に対して、医療費(保険適用)の自己負担分を助成する。ただし、市
民税所得割が非課税の世帯に限る。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

乳幼児医療助成費 82,175千円

支出内訳

146,100千円

乳幼児医療助成費 90,000千円

ひとり親家庭医療助成費 44,229千円 ひとり親家庭医療助成費 48,986千円 ひとり親家庭医療助成費

帳票類印刷・封入等委託料 549千円

133,016千円 148,554千円 145,575千円

県支出金 1/2 38,830千円 1/2 42,362千円 1/2 38,374千円 1/2 43,245千円

国庫支出金

36,710千円

地方債

133,016千円 148,554千円 145,575千円

0.40人 2,364千円

総経費 136,456千円 151,467千円

人工数 人件費 0.60人 3,440千円 0.50人 2,913千円

2,649人 2,472人 2,375人

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 乳幼児医療費助成の受給者数 活動

2,248人

2,524人 2,346人 2,207人

95.30% 92.90%

対象者に支給 対象者に支給 対象者に支給 対象者に支給

― ― ―

965人 1,017人 1,103人

12

3

2 ひとり親家庭医療費助成の受給者数 活動
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

事
業
概
要

公立保育所

再編計画に基づき再編整備する

公立保育所の環境改善及び運営の効率化を実現する

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

37

評価点

公の施設の再編整備であり、受益者負担を求めるべきものではない

5

R8

減少 減少 減少

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

小野田地区公立保育所整備事業1 6

現状維持

R10

減少

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

保育所等運営支援事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

公立保育所再編基本計画に基づき、公立保育所の再編整備を行う。
小野田地区の日の出保育園は、現在の120名と同じ規模で、購入した既存園舎北側土地に建て替える。

待機児童数（厚生労働省基準）
3月末現在

成果

減少

評価項目

5

公立保育所の環境改善であり、総合計画を進める効果が見込めるもの

評価理由

公立保育所に通う児童であり妥当

減少 減少

5

施設の老朽化、各施設の定員に対する入所児童の不均衡の課題の解消を図るもの

公立保育所が抱える課題を解消するため再編整備を行うもので、児童福祉の充実に資するため妥当

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

公立保育所の環境改善及び課題解決のための事業であり、市が主体となることが適当

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

公立保育所の再編整備であり妥当

3

5

事業の優先度

5

3

事務事業評価において効果が高いと評価した事業

必要最低限の費用負担に努めている

1

令和９年度の新園舎供用開始に向け
て、整備を進めていく。

3

28 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010101063010101 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 子育て支援課

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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～

3 2 4

12 2

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

17,904千円
家屋調査委託料
（事後）

政策的事業区分

交付税

監理委託料

その他

設計意図伝達業
務委託料

目

工事請負費（外
構２期）

未定

162,320千円

工事請負費（解
体・改修）

154,586千円

7,200千円

60,900千円

1,000千円 まちづくり

75,295千円

50%、80%

企業版ふるさと
納税

50%、80%

12,727千円 外構実施設計
工事請負費（外
構２期）

10,439千円

1,899千円

園舎解体・改修工
事実施設計費

821千円

820,300千円

工事請負費（建
築・機械）

その他

消耗品費

合計

実施設計業務委
託

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

家屋調査委託料

23千円

523,400千円
工事請負費（建
築・機械）

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

工事請負費（電
気）

項 保育所等児童福祉費

一般

款

未定
工事請負費（外
構１期）

17,523千円

795,270千円

年度

413,900千円
工事請負費（建
築・機械）

工事請負費（電
気）

R10 予算種別

小野田地区公立保育所整備事業

R11R8

・工事監理・設計意図伝達・
建築工事（建築・機械・電
気）・解体・改修実施設計・
手数料等

・工事監理・設計意図伝達・
建築工事（建築・機械・電
気）・外構実施設計

・外構２期工事・事後家屋調
査

継続 臨時

・外構１期工事・イントラ・電
話工事・園舎解体・改修工
事・外構２期工事

R9

中事業

10,270千円

90,600千円

未定

予算費目

手数料

・設計意図伝達・建築工事
（建築・機械）・迂回路整備
工事・実施設計（建築・継
続）・事前家屋調査

R6（決算額）

大事業

494千円

公立保育所再編整備事業

民生費

監理委託料 5,100千円

手数料 59千円

手数料38千円

R7（予算額）

487,197千円

R5以前

工事委託料（イ
ントラ・電話）

【繰越】工事請負
費（造成工事）

6,155千円

未定

7,673千円

61千円

576,695千円

備品購入費

消耗品費18,756千円

工事請負費（迂
回路整備工事）

3,772千円

915,454千円

特記事項

公立保育所再編基本計画（平成29年策定、令和3年改訂）に基づいて、購入した日の出保育園に
隣接する北側土地に、定員120人規模の保育所を建て替える。
令和8年度は,建築主体・機械工事及び電気設備工事の最終年度となり、新園舎が完成予定。外構
については、令和７年度の外構実施設計に基づき、工事に着手する予定（予算については、補正
予算対応）。新園舎は令和9年秋の供用開始予定。その後、現園舎の解体、園庭整備等を行い、令
和10年秋に全ての整備が完了予定。

50%、80%、90％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

576,695千円 915,454千円

123,600千円

50,000千円

合計

地方債

17,904千円

38,720千円

162,320千円487,197千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

500,400千円

国庫支出金

80%

45,154千円50,097千円一般財源

その他

437,100千円

17,904千円

17,904千円

施設整備事業債（建設工事費の50％に充当、70％の交付税措置）
社会福祉施設整備事業債（事業費の80％に充当、交付税措置なし）
脱炭素化推進事業債（電気工事の太陽光設置事業費に90％充当　50％交付税措置）

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

備品購入費

消耗品費 5千円 消耗品費

584,380千円

-

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

子育て支援課 事務事業番号 201010106

事業区分

政策的

18,756千円 消耗品費 38千円

スマイルエイジング

工事請負費（迂回通路整備工事） 3,772千円 監理委託料 5,100千円

523,400千円 工事請負費（建築・機械） 413,900千円

60,900千円

17千円

55千円

公立保育所

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

設計委託料（基本設計） 2,100千円 実施設計業務委託（水路・造成） 3,594千円 実施設計業務委託 17,523千円 工事請負費（電気）

測量調査委託料 3,410千円 地質調査委託料 9,823千円 工事請負費（建築・機械）

12,727千円 外構実施設計 7,200千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

【繰越】設計委託料（基本設計）

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

令和６年度は、令和５年度から繰越をした造成工事を完了させ、事前家屋調査や迂回路整備工事も完了させ
た。なお、本格的な建設工事を令和９年１月までの３カ年で契約を締結し、工事に着手した。今後も、計画的に事
業を進め、小野田地区公立保育所の環境改善を図る。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

487,197千円

一般財源 3,415千円 10,908千円

500,400千円

75,295千円

80％ 10,700千円 50%、80%

50,097千円

その他 まちづくり魅力基金 2,100千円 企業版ふるさと納税

50%、80% 437,100千円

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

その他 23千円

家屋調査委託料

8,119千円

保育所等運営支援事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

6 小野田地区公立保育所整備事業 ２－（１）

再編計画に基づき再編整備する

公立保育所の環境改善及び運営の効率化を
実現する

事業期間 R2 R9以降 予算種別 継続

公立保育所再編基本計画に基づき、公立保育所の再編整備を行う。
小野田地区の日の出保育園は、現在の120名と同じ規模で、購入した既存園
舎北側土地に建て替える。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

手数料 494千円

支出内訳

487,197千円

手数料 59千円

【繰越】工事請負費（造成工事）

5,515千円 21,608千円 576,695千円

県支出金

国庫支出金

1,000千円

地方債

5,515千円 21,608千円 576,695千円

1.30人 7,685千円

総経費 8,955千円 28,890千円

人工数 人件費 0.60人 3,440千円 1.25人 7,282千円

減少 減少 減少

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1
待機児童数（厚生労働省基準）
3月末現在

成果

減少

減少 減少 減少

- -

13

3

2
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

事
業
概
要

公立保育所の園児

お昼ご飯における主食の提供

こどもの衛生管理、安定した栄養補給や食育の機会創出、保護者の
負担軽減を図る。

事中評価(Ｂ)

33

評価点

実費相当額は保護者負担としている。

3

R8

80％ 85％

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

公立保育所運営事業（主食提供分）1 24

R10

90％

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

食事

成果 コスト

スマエジ

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

保育所等運営支援事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

こどもの衛生管理、安定した栄養補給や食育の機会創出、そして保護者の負担軽減のため、令和８年度より公立保
育所３園において、３歳以上の園児においても主食を提供する。
各園で炊飯することで食中毒等のリスクを減らせるとともに、温かいご飯を提供することで、こどもたちの食が進み、こど
もたちの健やかな成長に寄与できる。

保護者アンケートの満足度 成果

評価項目

3

副食提供と同様、目的達成に適した手法である。

評価理由

対象者は在園児であり妥当である。

3

働く子育て家庭への支援や安心安全な食の提供に繋がり、優先度は高い。

働く子育て家庭への支援及び安全安心な食の提供によりこどもたちの健やかな成長に寄与できる。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

在園児に対してのサービス提供であり、市が実施することが適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

子育て支援に関する事業は自治体が積極的に関与すべき事業である。

3

5

事業の優先度

5

3

公立保育園として取り組むべき事業である。

実費相当額は保護者負担としている。

1

3

29 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010101243010101 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 子育て支援課

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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～

3 2 4

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

賄材料費 1,600千円

1,600千円

賄材料費 1,600千円

主食費負担額

5千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 保育所費児童福祉費

一般

款

1,600千円

年度

賄材料費

備品購入費

R13以降 予算種別

日の出・厚陽・ねたろう運営費

R11R8

公立保育園３園における３
歳児以上に提供する主食代
（米代）及び備品購入費等

同左

新規 臨時

公立保育園３園における３
歳児以上に提供する主食代
（米代）

R9

中事業

434千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 日の出・厚陽・ねたろう運営費

民生費

R7（予算額）

R8

2,039千円

山陽小野田市立保育所の主食費及び副食費徴収規則（改正予定）

特記事項

（歳出）
◆米代　（10ｋｇあたり8，000円で計算）※増加分
・日の出保育園　　米代　640,000円（800kg）　・厚陽保育園　　 米代  280,000円（350ｋｇ）
・ねたろう保育園　 米代  680,000円（850ｋｇ）
（歳入）
　園児（3歳以上）からは月額1,000円の主食費徴収予定（R8 3歳以上の園児数　1600人換算）

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,039千円

1,600千円

合計

地方債

1,600千円

1,600千円1,600千円 主食費負担額

1,600千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

主食費負担額

439千円一般財源

その他

1,600千円

財
源
内
訳
／
割
合
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

①

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

30 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010104013010104 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

1

令和８年度から、受け入れ定員・時間の
拡充等を検討する中で、更なる児童の
健全育成を図っていきたい。

3

国・県の財源充当がある

妥当性

目的の妥当性

3

第二次総合計画、市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、働く子育て家庭の支援に取り組むこととされている

3

5

事業の優先度

5

3

評価が期待ができる事業である

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

民間事業者に委託

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

効果が見込める有効な手段である。

評価理由

就労等により保護者が昼間に家庭にいない市内在住の児童であり妥当

99％

99.00% 99.00%

99％

5

就労等により保護者が昼間に家庭にいない児童の健全育成であり、優先的に取り組む必要がある

就労等により保護者が昼間に家庭にいない児童の健全な育成を図ることは、働く子育て家庭を支援するものであり妥当

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

受入率(児童クラブ受入児童数÷
申込児童数)

活動

100%

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

市内１１小学校区において、小学校の空き教室等を利用し、児童クラブ事業を実施している。平日は放課後から午後
５時まで開所。土曜日及び長期休暇期間は午前８時３０分から午後５時まで開所。なお、午後５時から６時まで１時間
の延長保育あり。また、平成３０年度から、土曜日及び長期休暇期間は、午前８時から８時３０分まで30分の朝の延長
保育を開始した。

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

児童クラブ運営事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R8

100% 100% 100%

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

放課後児童対策事業（放課後児童クラブ）4 1

拡大

R10

100%

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

保育料を徴収している

3

事
業
概
要

就労等により保護者が昼間に家庭にいない小学生

放課後及び長期休暇期間に児童を預かる

児童の健全育成と保護者の就労支援

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大
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3 2 6

1 1

（単位：千円）

208,789千円

子ども・子育て支援交付金（こども政策課）

財
源
内
訳
／
割
合

1/3

一般財源

その他

62,919千円

1/3

国庫支出金

児童クラブ保育
料

19,530千円
児童クラブ保育
料

1/3 56,851千円45,359千円

45,359千円 1/356,851千円

1/3

1/3

59,785千円

199,389千円

1/3

155,607千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

62,917千円1/3

208,789千円

20,036千円

62,917千円59,784千円

20,036千円
児童クラブ保育
料

特記事項

令和８年度
・保育業務委託料　170,164千円※プロポーザル分

　〃　　　 　10,289千円（第2厚狭児童クラブ）
・施設管理委託料　10,136千円※プロポーザル分

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

147,487千円 190,589千円

20,036千円

合計

地方債

155,607千円

R5以前

1/342,414千円1/3

147,487千円

1/3

190,589千円

10,136千円

予算費目

児童クラブ運営費等

R6（決算額）

大事業 児童クラブ運営費

民生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

児童クラブ運営費

R11R8

同左同左 同左

継続 経常

同左

R9

中事業

項 児童クラブ費児童福祉費

一般

款

10,503千円施設管理委託料

180,453千円

年度

155,607千円 保育業務委託料

施設管理委託料

年度 会計種別事業期間

保育業務委託料

42,414千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

147,487千円 保育業務委託料

年度別
事業内容

1/3

20,244千円
児童クラブ保育
料

42,415千円

児童クラブ保育
料

1/3 1/3

56,851千円45,359千円

保育業務委託料 197,892千円

199,389千円

59,784千円

保育業務委託料 188,886千円

無

R12R10

10,897千円施設管理委託料

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

1/3
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

14

3

2

100％ 100％ 100％

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 受入率(児童クラブ受入児童数÷申込児童数) 活動

100％

91% 98% 99%

91.00% 99.00%

0.70人 3,799千円

総経費 114,464千円 5,821千円

人工数 人件費 0.55人 2,731千円 0.55人 2,796千円

20,244千円

地方債

30,716千円 1/3 1,008千円 1/3

111,733千円 3,025千円 151,543千円

46,750千円

県支出金 1/3 30,716千円 1/3 1,008千円 1/3 43,766千円 1/3 46,750千円

国庫支出金 1/3 43,766千円 1/3

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

通信運搬費 306千円

支出内訳

159,780千円

通信運搬費 378千円

庁用器具費 223千円 送迎業務委託料 202千円 帳票類印刷・封入等委託料

その他 858千円

111,733千円 3,025千円 151,543千円

放課後及び長期休暇期間に児童を預かる

児童の健全育成と保護者の就労支援

事業期間 R1以前 R9以降 予算種別 継続

市内１１小学校区において、小学校の空き教室等を利用し、児童クラブ事業
を実施している。平日は放課後から午後５時まで開所。土曜日及び長期休暇
期間は午前８時３０分から午後５時まで開所。なお、午後５時から６時まで１時
間の延長保育あり。また、平成３０年度から、土曜日及び長期休暇期間は、午
前８時から８時３０分まで30分の朝の延長保育を開始した。

事
業
概
要

経常 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

その他 291千円 その他 486千円 その他 751千円

送迎業務委託料

214千円

児童クラブ運営事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 放課後児童対策事業（放課後児童クラブ） ２－（１）

159,780千円

一般財源 1/3 30,718千円 1/3 1,009千円 1/3

保育料 19,530千円

43,767千円 1/3 46,750千円

その他 保育料 19,583千円 保育料

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

各小学校区において、児童クラブの入所希望に応じた受け入れ体制を整え、安全な保育を実施することができ
た。

令和８年度から、受け入れ定員・時間の拡充等を検討する中で、更なる児童の健全育成を図っていきたい。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

建物借上料 7,627千円 警備委託料 383千円 光熱水費 2,167千円 光熱水費

保育業務委託料 101,823千円 光熱水費 1,183千円 保育業務委託料

205千円 送迎業務委託料 480千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

修繕料

子育て支援課 保育係 事務事業番号 201010401

事業区分

政策的

244千円 帳票類印刷・封入等委託料 244千円

スマイルエイジング

警備委託料 383千円 警備委託料 383千円

147,487千円 保育業務委託料 155,607千円

1,830千円

246千円

311千円

就労等により保護者が昼間に家庭にいない小
学生

重点プロジェクト

警備委託料 383千円 庁用器具費

光熱水費 1,096千円 通信運搬費

通信運搬費 290千円

155,342千円

98.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 拡大
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

事
業
概
要

児童クラブ室

施設整備

児童の健全育成と保護者の就労支援、待機児童の解消

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

37

評価点

保育料の負担がある

5

R8

3クラブ 2クラブ １クラブ

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

児童クラブ施設整備等事業4 2

現状維持

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

児童クラブ運営事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

　核家族化や共働き世帯の増加に加え、平成２７年度以降の児童クラブ対象児童の拡大により、児童クラブの需要が
増加している中、児童を安全に保育できる環境を整えるため、施設の老朽化に伴う修繕や周辺整備、備品整備等を
行う事業である。令和8年度は、本山児童クラブの法面改修による環境整備及び出合児童クラブの教室変更に伴う環
境整備を実施する。

施設整備したクラブ数 活動

2クラブ

評価項目

5

設備等は耐用年数を経過しているため更新

評価理由

就労家庭の子育て支援であり妥当

2クラブ

100.00% 33.00%

１クラブ

3

待機児童の解消は優先して取り組む必要がある

児童クラブの受け入れ態勢を整えることで、働く子育て家庭の支援を行うものであり妥当

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

児童クラブ事業自体は民間に委託している。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

児童福祉法３４条の8に改正により市町村の関与が規定されている

3

3

事業の優先度

5

5

効果が高い事業

国1/3、県1/3補助あり

1

引き続き、児童クラブの環境整備をする
中で、児童の健全育成を図る。

3

31 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010104023010104 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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3 2 6

1 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

施設維持
管理

事業区分

交付税

（出合）修繕料

目

1,200千円

機械器具費 1,200千円

222千円

1,364千円

125千円

80%

1/3

130千円 （須恵）修繕料 403千円

1/3

467千円740千円

3,200千円

（高泊）修繕料

124千円

合計

（須恵）機械器具
費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

（高泊）機械器具
費

97千円
（赤崎）機械器具
費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

（高千帆）機械器
具費

項 児童クラブ費児童福祉費

一般

款

146千円

3,630千円

年度

1,430千円
（本山）工事請負
費

（出合）機械器具
費

R13以降 予算種別

児童クラブ運営費

R11R8

本山児童クラブ法面擁壁工
事
出合児童クラブ改修

（赤崎児童クラブ）エアコン
更新
（須恵児童クラブ）照明更新
（高千帆児童クラブ）エアコ
ン更新

継続 臨時

須恵児童クラブ事務室エア
コン更新

R9

中事業

1,452千円

予算費目

（須恵児童クラブ）エアコン
設置　（高泊児童クラブ）エ
アコン更新、雨漏り修繕

R6（決算額）

大事業 児童クラブ運営費

民生費

R7（予算額）

3,016千円

R5以前

124千円1/3

373千円

1/3

5,485千円

山陽小野田市児童クラブ条例

特記事項

本山児童クラブ法面の擁壁改修　　　　3,630千円
　（こども・子育て支援事業債90％充当　3,200千円、一般財源　430千円）
出合児童クラブ改修
床改修 　403千円　（国1/3　134千円、県1/3　134千円　一般財源　135千円）
エアコン設置　　1,452千円　（国1/3　333千円、県1/3　333千円　一般財源　786千円）
※一つの事業の補助基準額が1,000千円なので、エアコン設置の補助額は国・県333千円）

　計　　1,855千円　（国1/3　467千円、県1/3　467千円　一般財源　921千円）

90％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

373千円 5,485千円合計

地方債

1,200千円

1,200千円3,016千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

1,351千円436千円

740千円 467千円1/3

一般財源

その他

1,100千円

子ども・子育て支援交付金（こども家庭庁）
地域子ども・子育て支援交付金（山口県こども政策課）
こども・子育て支援事業債（事業費の90％充当、50％交付税措置）

財
源
内
訳
／
割
合

1/3
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

（須恵）機械器具費

（須恵）修繕料

1,555千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

子育て支援課 保育係 事務事業番号 201010402

事業区分

施設維持
管理

スマイルエイジング

97千円 （赤崎）機械器具費 1,430千円

1,364千円

1,320千円

326千円

児童クラブ室

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

（有帆）機械器具費 974千円 （高泊）機械器具費 1,331千円 （須恵）機械器具費 146千円 （高千帆）機械器具費

（厚陽）工事請負費 446千円 （本山）機械器具費 1,048千円 （高泊）修繕料

130千円 （須恵）修繕料 222千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

児童クラブ室の環境整備や備品を整えることで、安心して児童の保育を実施することが可能となり、児童の健
全育成に繋がっている。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

3,016千円

一般財源 474千円 1,809千円 125千円 436千円

その他

80% 1,100千円

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

（高泊）機械器具費

児童クラブ運営事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

2 児童クラブ施設整備等事業 ２－（１）

施設整備

児童の健全育成と保護者の就労支援、待機児
童の解消

事業期間 R1以前 R9以降 予算種別 継続

　核家族化や共働き世帯の増加に加え、平成２７年度以降の児童クラブ対象
児童の拡大により、児童クラブの需要が増加している中、児童を安全に保育
できる環境を整えるため、施設の老朽化に伴う修繕や周辺整備、備品整備
等を行う事業である。令和６年度は、高泊児童クラブのエアコンを更新し、須
恵児童クラブの静養室にエアコンを設置する。また、雨漏りしている高泊児童
クラブの屋根を修繕する。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

支出内訳

3,016千円1,420千円 4,025千円 373千円

740千円

県支出金 1/3 473千円 1/3 1,108千円 1/3 124千円 1/3 740千円

国庫支出金 1/3 124千円 1/3

地方債

473千円 1/3 1,108千円 1/3

1,420千円 4,025千円 373千円

0.20人 1,182千円

総経費 2,280千円 4,608千円

人工数 人件費 0.15人 860千円 0.10人 583千円

２クラブ ３クラブ 2クラブ

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 施設整備したクラブ数 活動

３クラブ

２クラブ ３クラブ 2クラブ

100.00% 100.00%

15

3

2
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30701健康増進課 2

1 7 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

32 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3070102073070102 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

3

全ての市民にサービスが提供されるため、効率的である。

妥当性

目的の妥当性

3

宇部・山陽小野田・美祢広域救急医療対策協議会を経由して、各医療機関へ支払っており妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

救急医療体制の確保には必要である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

宇部・小野田医療圏において、有効的に実施されている。

評価理由

救急医療を必要とする市民

3

宇部・山陽小野田・美祢広域救急医療対策協議会で決定

総合計画の基本施策に該当し、妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

救急搬送件数 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

本事業は、宇部小野田医療圏における二次救急体制の維持・強化を目的として、輪番病院への支援を「出務日に応
じた固定額」に加え「救急受入1件につき5,000円の出来高払い」を併用する仕組みに抜本的に見直すもので、これに
より、病院の積極的な受入を促進し、患者の搬送先確保を円滑化していく。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

地域医療体制の充実 医療体制の維持・充実

地域医療推進事業

重点プロジェクト

R8

5,500 5,500

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

二次救急医療体制支援事業（臨時分）2 7

R10

5,500

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

適正な保険診療による受益者負担金を求めている。

3

事
業
概
要

救急告示病院

かかった経費を各市の人口割で負担する

広域での二次救急医療を確保し、地域医療の充実に資する

事中評価(Ｂ)
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～

4 1 1

1 2

（単位：千円）

7,103千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

7,103千円

国庫支出金

7,103千円 7,103千円

7,103千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

7,103千円

特記事項

本市負担額のうち、輪番補助金分（8,778千円）については経常的経費で要求しており、インセン
ティブ分（7,103千円）については臨時的経費で要求

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

7,103千円合計

地方債

R8

7,103千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 保健衛生総務費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

保健衛生一般管理費

R11R8

救急搬送を受け入れた救急
告示病院に対する負担金

同左

新規 臨時

同左

R9

中事業

項 保健衛生総務費保健衛生費

一般

款

7,103千円

年度

二次救急医療対策事
業運営費地元負担金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

二次救急医療対策事
業運営費地元負担金

7,103千円

7,103千円

二次救急医療対策事
業運営費地元負担金

7,103千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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二次救急医療体制支援事業（臨時分） 

 

１．現状と課題 

宇部・山陽小野田・美祢で構成する 3 市の医療圏においては、救急告示病院群（輪番病

院７病院、サポート病院５病院）による「輪番制」及び「サポート体制」を構築し、365

日 24 時間切れ目のない二次救急医療体制を運用している。しかしながら、現行の運用に

おいては、以下の制度的課題が顕在している。 

・特定病院への負担集中 

医師不足や病床逼迫により、特定の輪番病院への負担が集中している。 

・現行制度（固定費中心）の限界 

現行の補助金制度は「待機」に対する固定費支払いが中心であり、救急車を積極的

に受け入れるインセンティブ（動機づけ）が機能していない。 

 

２．制度改定の概要（令和 8 年度～） 

救急車の「たらい回し」を防ぎ、積極的な受入を促すため、現行の「固定費中心」から

「実績重視」の補助金体系へ移行する。 

（１）補助金体系の見直し 

区分 現行制度 改定後（R8～） 変更点・積算根拠 

輪番補助金 

（33,984 千円） 

出 番 日 に 応

じ た 定 額 払

い 

現行通り継続 平日（242 日）73,320 円/日、 

土曜（50 日）109,980 円/日、 

休日（73 日）146,640 円/日 

サポート補助金 

（5,100 千円） 

実 績 に 応 じ

た割合払い 

廃止 サポート体制（バックアップ機能）自体

は維持するが、サポート体制の指定日

のみを評価対象とする本補助金は廃止

し、下記のインセンティブ（実績払い）

へ財源を再配分する。 

受入インセンテ

ィブ 

（27,500 千円） 

なし 救急車受入件数

に応じた実績払

い 

【単価設定】 5,000 円／件 

サポート体制の指定日にかかわらず、

救急車を受け入れた実績に対して直接

対価を支払うことで、積極的な受入を

促進する。 

 

３．予算（案） 

制度改定により、救急受入実績に応じた支払いが追加されるため、事業費総額および本

市負担金が大幅に増加する。 

（１）事業費総額の試算 
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総額見込： 61,484 千円（現行 39,084 千円から約 1.6 倍の増額） 

内訳 金額（概算） 積算内容 

輪番補助金（固定費） 33,984 千円 現行実績ベース 

受入インセンティブ 27,500 千円 5,000 円×5,500 件（見込） 

R6 実績をベースに算出 

合計 61,484 千円 

（２）本市（山陽小野田市）負担見込

・負担見込額： 15,881 千円

うち、輪番補助金分 8,778 千円は例年通り経常的経費で要求

受入インセンティブ分 7,103 千円について、臨時で要求 

※負担割合は現行（約 25.8%）と同等で試算。（58,273 人/225,621 人）

４．インセンティブにより期待される効果 

（１）「断らない救急」の実現（受入件数の確保） 

１件あたり 5,000 円のインセンティブを付与することで、病院経営上のメリット

を創出し、サポート病院や輪番外病院も含めた地域全体で、年間約 5,500 件の救急

搬送を安定的に受け入れる体制を整える。 

（２）医師・医療機関のモチベーション維持

実績に基づいた対価を支払うことで、疲弊する救急現場のモチベーションを維持

し、救急医療体制の崩壊を防ぐ。 

（３）予算配分の最適化

 現行の「サポート補助金」は、サポート体制の指定日のみを評価対象としており、

指定日以外にも恒常的に救急受入を行う現場の実態と乖離している。そこで「サポ

ート補助金」を廃止し、すべての受入実績を評価するインセンティブへ財源を再配

分する。指定日の有無にかかわらず「受け入れた分だけ報われる」公平性を担保し、

マンパワー不足の中でも効率的な受入を促す。
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30601健康増進課 2

1 6 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

②

①

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

33 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060104013060104 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康増進係

1

相談支援体制は、一定数の相談件数
があり整ってきている。支援は4段階ある
とされ、令和7年度立ち上げる家族勉強
会を令和8年度以降は、家族が円滑に
支援に結び付けられるよう連携体制を
整え、次段階である本人支援への意向
ができるよう基盤をつくる。その後、本人
支援や居場所づくり、社会参加へと段
階的な拡充を目指す。

1212

活動3

随時

生活困窮者自立支援相談支援事業費等負担金及び生活困窮者就労準備支援事業費等補助金1/2

妥当性

目的の妥当性

3

利用者の安全確保や人権保護の観点から自治体関与が妥当である。

3

3

事業の優先度

5

3

ひきこもりは社会的・経済的な課題でもあり、行政評価との整合性はとれている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

事業の性質上、市が行うべき事業である

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

ひきこもり相談支援体制を整えることは、当事者の自立につながる。

評価理由

ひきこもり本人や家族を対象としており妥当である。

12

16/38件 4/7件

256件

3

ひきこもり支援ステーションとして必須事業である。

生活困窮者自立支援法を根拠としたひきこもり支援ステーション事業に基づき実施する。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

家族勉強会

0.00%

12

相談件数（実数/延数）（健康増進
課対応分）

随時

相談件数（延数）（委託事業所分）

活動

随時

随時

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

71件

社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や、様々な生活上の困難を抱え、家族を含む他者との交流が限定
的な状態であり、かつ、支援を必要とする本人及びその家族、支援者が、地域の中で相談できる体制を整備する。支
援には家族支援、本人支援、居場所づくり、社会参加の４段階があり、まずは家族が本人への対応方法を学ぶ機会
を提供することで、家族支援を行う。

随時

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域ぐるみの健康づくりの充実

ひきこもり対策事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

ひきこもり対策事業4 1

現状維持

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

受益者負担を求めることは適切ではない

5

事
業
概
要

ひきこもり状態にある者やその家族等

面接相談、家庭訪問等により相談体制、支援体制を確保する

ひきこもり状態にある者の自立支援やその家族等の負担軽減

随時

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

0
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～

4 1 1

5 1

（単位：千円）

2,478千円

生活困窮者自立支援相談支援事業費等負担金及び生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
1/2

財
源
内
訳
／
割
合

1/2

一般財源

その他

1,239千円

国庫支出金

1,240千円1,151千円 1,239千円

2,478千円2,302千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

1,239千円1/2

2,478千円

ひきこもり対策推進事業

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,075千円 2,478千円合計

地方債

2,302千円

R5以前

1/21,036千円1/2

2,075千円

1/2

講師謝礼 20千円

2,478千円

53千円

1千円

予算費目

通信運搬費

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知
普及啓発講演、研修受講

R6（決算額）

大事業

1千円

健康づくり事業費

衛生費

講師謝礼 20千円

通信運搬費 1千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

健康づくり事業費

R11R8

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知
普及啓発講演
研修受講

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知

継続 臨時

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知

R9

中事業

消耗品費

項 保健衛生総務費保健衛生

一般

款

53千円消耗品費40千円

2,424千円

年度

2,174千円
ひきこもり相談支
援事業委託料

消耗品費

年度 会計種別事業期間

ひきこもり相談支
援事業委託料

合計

負担金

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

消耗品費

1,976千円
ひきこもり相談支
援事業委託料

年度別
事業内容

40千円

67千円

1,039千円

38千円 負担金 通信運搬費1千円

1,238千円1,151千円

ひきこもり相談支
援事業委託料

2,424千円

2,478千円

1,239千円

ひきこもり相談支
援事業委託料

2,424千円

通信運搬費

無

R12R10

53千円消耗品費

1千円

政策的事業区分

交付税

通信運搬費

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

1 6 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

報償費

通信運搬費 1千円 通信運搬費

知守

2,962千円

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

健康増進課 健康増進係 事務事業番号 206010401

事業区分

政策的

スマイルエイジング

講師謝礼 20千円 講師謝礼 20千円

1,976千円 ひきこもり相談支援事業委託料 2,075千円

67千円

20千円

29千円

ひきこもり状態にある者やその家族等

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

消耗品費 29千円 消耗品費 30千円 負担金 40千円 消耗品費

ひきこもり相談支援事業委託料 1,976千円 ひきこもり相談支援事業委託料 1,976千円 ひきこもり相談支援事業委託料

38千円 負担金 40千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 健康づくりの推進 地域ぐるみの健康づくりの充実

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

相談窓口の周知により、相談につながるケースは増えている。相談だけでなく、当事者の居場所や関係機関とつ
ながるケースもある。

ひきこもり家族が継続的な支援を受けられるよう、令和7年度から市内で家族支援事業を立ち上げた。今後も相
談窓口の周知を継続し、利用しやすい体制づくりに努めるとともに、対応する職員のスキルアップを目指す。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

拡充

2,203千円

一般財源 1,003千円 1,028千円 1,039千円 1,102千円

その他

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

消耗品費

ひきこもり対策事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 ひきこもり支援事業

面接相談、家庭訪問等により相談体制を確保
する

ひきこもり状態にある者やその家族等の負担
軽減

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

ひきこもり状態にある者（半年以上、学校や会社に行かず、家族以外との接
点がもてない状態で、その主な原因が精神疾患とは考えにくい者）やその家
族が、地域の中で相談できる体制を整備する。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

通信運搬費 1千円

支出内訳

2,203千円

通信運搬費 1千円

2,006千円 2,055千円 2,075千円

1,101千円

県支出金

国庫支出金 1/2 1,036千円 1/2

地方債

1,003千円 1/2 1,027千円 1/2

2,006千円 2,055千円 2,075千円

0.15人 887千円

総経費 3,210千円 4,053千円

人工数 人件費 0.21人 1,204千円 0.35人 1,998千円

随時 随時 随時

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 相談件数（実数/延数）（健康増進課対応分） 活動

随時

6/35件 10/28件 16/38件

随時 随時 随時 随時

127件 198件 256件

16

3

2 相談件数（延数）（委託事業所分） 活動
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【３３】ひきこもり対策事業                        

 

１ 目的 

  社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や様々な生活上の困難を

抱え、家族を含む他者との交流が限定的な状態であり、かつ、支援を必要とす

る本人および家族が地域の中で相談できるよう支援する。 

 

２ 実施主体 

  山陽小野田市 

 

３ 事業内容 
①相談支援事業 

健康増進課、ふらっとコミュニティひだまりに相談窓口を設置 
窓口周知・市広報、市ホームページの掲載、市公式 SNS での配信 

・公的機関等に相談窓口を掲載したカードの設置 
・医療機関や公的機関、職域にチラシの設置 
・ケアマネジャーや民生委員等にチラシの配布 

 ②家族会開催事業 
ふらっとコミュニティひだまり（月４回）および厚狭地域交流センター 

（月１回）で実施 
 ③居場所づくり事業 
   ふらっとコミュニティひだまりで、月曜日から土曜日まで利用可能 
 ④訪問事業 
   健康増進課保健師、ふらっとコミュニティ職員が実施 
 ⑤連絡協議会・ネットワークづくり事業 

  ・ふらっとコミュニティとのケースおよび地域課題の共有 

・庁内連携情報交換会の実施（年 1 回） 

・生活困窮者自立支援調整会議への参加（随時） 

 

４ 予算 

歳出  2,478 千円 

・消耗品費 53 千円 ・通信運搬費 1 千円 ・委託料 2,424 千円 

 

歳入  2,478 千円 

・生活困窮者自立支援相談支援事業費等負担金及び生活困窮者就労準備支援

事業費等補助金（補助率１／２）  1,238 千円 

・一般財源 1,240 千円 

 

５ 委託先 

  ＮＰＯ法人ふらっとコミュニティひだまり(宇部市海南町) 
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30602健康増進課 2

1 6 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

34 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060202043060202 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

引き続き定期予防接種を実施していく。

3

現行想定される事業費であり、コスト削減は困難である。

妥当性

目的の妥当性

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施している。

3

3

事業の優先度

5

5

行政評価により効果があると判断した事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

予防接種率の向上を図ることで、健康寿命の延伸にもつながる。

評価理由

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施している。

936件

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施している。

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき、免疫を向上するための事業であり妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

帯状疱疹ワクチンの接種数 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

帯状疱疹ワクチンの接種については、免疫向上を目的とし、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、
同法に基づく定期接種として実施することとなる。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域保健サービスの充実

予防接種事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

定期予防接種事業（帯状疱疹ワクチン）2 4

現状維持

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

B型疾病については自己負担あり

3

事
業
概
要

65歳以上の高齢者として、５年間の経過措置で、5歳年齢ごとに位置
づける。

医師会等医療機関と委託契約し、定期予防接種事業を実施

免疫水準の維持、接種機会の安定的な確保

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

4 1 2

1 1

（単位：千円）

33,557千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

33,557千円

国庫支出金

33,557千円25,088千円 33,557千円

33,557千円25,088千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

33,557千円

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱

特記事項

※普通交付税算入有
B類疾病→概ね事業費の３割程度算入。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

33,557千円合計

地方債

25,088千円

R7

33,557千円

383千円

34千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 感染症予防費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

予防接種費

R11R8

同左
定期予防接種（帯状疱疹ワ
クチン）の実施

同左

継続 臨時

同左

R9

中事業

通信運搬費

項 予防費保健衛生費

一般

款

383千円通信運搬費

33,140千円

年度

24,674千円 予防接種委託料

通信運搬費

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

予防接種委託料

年度別
事業内容

31千円

383千円

消耗品費 消耗品費34千円

予防接種委託料 33,140千円

33,557千円

予防接種委託料 33,140千円

消耗品費

有

R12R10

383千円通信運搬費

34千円

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

総事業費

支
出
内
訳

156



定期予防接種事業（帯状疱疹ワクチン） 

１．概要 

  帯状疱疹ワクチンの接種については、免疫向上を目的とし、帯状疱疹を予防接種法の

B 類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施することとなる。 

（１）対象者 

    R8 年度中に 65，70、75、80、85、90、95、100 歳になる者 

（２）ワクチン接種単価及び回数 

ワクチン 接種単価 市負担額 自己負担額 

生ワクチン 

１回接種 
8,860 円 6,200 円 2,660 円 

不活化ワクチン 

２回接種 
22,060 円 15,440 円 6,620 円 

※全て税込価格     

 

２．予算（案） 

対象人数   4,500 人 

接種率    30％（R7 実績より） 

  ワクチン割合 生ワクチン：不活化ワクチン＝３：７（R7 実績より） 

（予算要求額（案）） 

 消耗品費   33,193 円 

 通信運搬費  382,500 円 

予防接種委託料 

（生ワク）4,500 回×0.3×0.3×1≒400 回 

400 回×6,200 円＝2,480,000 円 

（不活化）4,500 回×0.3×0.7×2≒1,900 回 

1,900 回×15,440 円＝29,336,000 円 

※生活保護 

30 回（おおむね全体対象者の 0.5％※成人用肺炎球菌参考）×2 

＝60 回 

60 回×22,060 円＝1,323,600 円 

                     計 33,555,293 円 
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30602健康増進課 2

0 6 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

35 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060202063060202 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

3

県医師会と県内市町の広域で協議をして実施しており、山口県内統一単価で実施している。

妥当性

目的の妥当性

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

新生児や乳児のRSウイルスの感染・重症化を防ぐ効果が期待できる。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

予防接種率の向上を図ることで、健康寿命の延伸にもつながる。

評価理由

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき、免疫を向上するための事業であり妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

RSウイルスワクチンの接種数 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

RSウイルスワクチンの接種については、新生児や乳児の感染・重症化を防ぐことを目的とし、RSウイルスを予防接種法
のA類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施することとなる。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域保健サービスの充実

予防接種事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

定期予防接種事業（RSウイルスワクチン）2 6

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

A類疾病に基づく定期予防接種のため無料。

3

事
業
概
要

令和8年度中に妊娠28週～妊娠36週となる妊婦

医療機関と委託契約し実施

新生児及び乳児におけるRSウイルスを原因とする下気道疾患の予防

事中評価(Ｂ)
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～

4 1 2

1 1

（単位：千円）

9,635千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

9,635千円

国庫支出金

9,635千円 9,635千円

9,635千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

9,635千円

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱

特記事項

※普通交付税算入有
A類疾病→概ね事業費の９割程度算入。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

9,635千円合計

地方債

R8

9,635千円

301千円

6千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 感染症予防費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

予防接種費

R11R8

定期予防接種費（RSウイル
スワクチン）の実施

同左

新規 臨時

同左

R9

中事業

項 予防費保健衛生費

一般

款

301千円予防接種助成金

9,328千円

年度

予防接種委託料

予防接種助成金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

消耗品費6千円

予防接種委託料 9,328千円

9,635千円

予防接種委託料 9,328千円

消耗品費

有

R12R10

301千円予防接種助成金

6千円

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

総事業費

支
出
内
訳
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定期予防接種事業（RS ウイルスワクチン） 

 

１．概要 

乳児期早期の重篤な肺炎等を防ぐため、妊婦を対象とした「母子免疫ワクチン」を予

防接種法に基づく定期接種（A 類疾病）として導入する。 

（１）開始時期：令和 8年（2026 年）4月 1 日 

（２）位置づけ：A 類疾病（集団予防・重篤化予防に重点）  

（３）使用ワクチン：組換え RS ウイルスワクチン（ファイザー社：アブリスボ）  

（４）接種対象者：令和 8年度中に妊娠 28 週～妊娠 36 週となる妊婦  

（５）接種回数：妊娠毎に 1回（筋肉内注射）  

 

２．導入の効果と安全性 

（１）有効性 

   生後 180 日以内の重症 RSV 関連下気道感染症に対し、28 週～31 週で 88.5%、32

週～36 週で 76.5%の有効性が確認されている。 

（２）安全性 

重篤な副反応の懸念は示されていないが、妊娠高血圧症候群についてはわずかな

増加傾向（有意差なし）が見られたため、予診票等でリスク確認を行うなどの対応

をとる。 

接種後に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象

となる。（被接種者である妊婦本人及び出生した乳児の双方が対象。） 

 

３．予算（案） 

 消耗品費    5,599 円 

予防接種委託料 310 回×30,090 円＝9,327,900 円 

予防接種助成金  10 回×30,090 円＝  300,900 円 

                  計 9,634,399 円 
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30602健康増進課 2

0 6 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

36 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060202073060202 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

3

県医師会と県内市町の広域で協議をして実施しており、山口県内統一単価で実施している。

妥当性

目的の妥当性

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

高齢者のインフルエンザウイルスの感染・重症化を防ぐ効果が期待できる。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

予防接種率の向上を図ることで、健康寿命の延伸にもつながる。

評価理由

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき、免疫を向上するための事業であり妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

75歳以上インフルエンザワクチン
の接種数

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

高用量インフルエンザワクチンの接種については、標準量の４倍の抗原を含み、発症や重症化予防効果に優れてお
り、特に75歳以上で高い有効性と費用対効果が認めらている。このことから、令和8年10月から標準量ワクチンとの選
択を可能とした上で、75歳以上の者を対象として高用量ワクチンを定期接種として実施することとなる。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域保健サービスの充実

予防接種事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

定期予防接種事業（75歳以上インフルエンザワクチン）2 7

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

B型疾病については自己負担あり

3

事
業
概
要

75歳以上の高齢者

医師会等医療機関と委託契約し、定期予防接種事業を実施

免疫水準の維持、接種機会の安定的な確保

事中評価(Ｂ)
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～

4 1 2

1 1

（単位：千円）

44,562千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

44,562千円

国庫支出金

44,562千円 44,562千円

44,562千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

44,562千円

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱

特記事項

※普通交付税算入有
B類疾病→概ね事業費の３割程度算入。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

44,562千円合計

地方債

R8

44,562千円

31千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 感染症予防費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

予防接種費

R11R8

定期予防接種事業（75歳以
上インフルエンザワクチン）
の実施

同左

新規 臨時

同左

R9

中事業

項 予防費保健衛生費

一般

款

31千円消耗品費

44,531千円

年度

予防接種委託料

消耗品費

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

予防接種委託料 44,531千円

44,562千円

予防接種委託料 44,531千円

有

R12R10

31千円消耗品費

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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定期予防接種事業（75 歳以上インフルエンザワクチン） 

 

１．概要 

高齢者のインフルエンザ定期接種において、従来の「標準量ワクチン」に加え、より

効果が高いとされる「高用量ワクチン」を選択可能とする。 

（１）開始時期：令和 8年（2026 年）10 月 1 日  

（２）位置づけ：B 類疾病（個人の発病・重症化予防に重点）※現行通り  

（３）使用ワクチン 

・標準量インフルエンザ HA ワクチン（現行） 

・高用量インフルエンザ HA ワクチン（新規追加）  

（４）高用量ワクチンの推奨対象：75 歳以上の者 

【理由】75 歳以上において、より高い有効性と優れた費用対効果が認めら

れているため。 

（５）接種回数：毎年度 1回 

 

２．高用量ワクチンの特徴（標準量との違い） 

抗原量 標準量の 4倍の抗原を含む。 

有効性 標準量ワクチンと比較して、インフルエンザによる入院や発症の予防効果が優

れている。年齢が高いほど、相対的な有効性が高い傾向がある。 

安全性 接種部位の痛みや腫れ（局所反応）の頻度は標準量より高い傾向があるが、重

篤な有害事象に差はない。 

 

３．予算（案） 

  対象人数   12,223 人（75 歳以上【参考】R7.11.1 時点） 

  接種率    60％（過去実績より） 

  ワクチン割合 標準量：高用量＝２：８（帯状疱疹ワクチン接種実績より） 

（予算要求額（案）） 

   消耗品費  30,173 円 

   予防接種委託料 

     【標準量】（4,950 円-1,490 円）×1,467 人＝5,075,820 円   

     【高用量】（9,520 円-2,860 円）×5,867 人＝39,074,220 円 

      ※生活保護 

       40 人（概ね全体対象者の 0.5％※成人用肺炎球菌参考） 

       9,520 円×40 人＝380,800 円 

計 44,561,013 円 
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31305環境課 2

2 13 5

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

事
業
概
要

小野田浄化センターの整備

施設整備方針検討の結果を基に整備を行う。

経年劣化が顕著な小野田浄化センターを整備し、し尿及び浄化槽汚
泥の安定処理を目的とする。

処理場耐震診断

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

35

評価点

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づく、し尿及び浄化槽汚泥の処分であり、適正である。

5

R8

試験投入事前調整 試験投入、仮設管工事 下水投入実施

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

小野田浄化センター施設整備事業3 10

現状維持

R10

下水投入実施

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

自然環境の保全・循環型社会の形成 一般廃棄物処理の推進

一般廃棄物（し尿等）処理事業

重点プロジェクト

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

処理場耐震診断

小野田浄化センター（し尿処理施設）の老朽化に伴い、手法として総合的に優れている下水道との共同処理を行う「し
尿受入施設」の整備を進めることで、し尿の安定的な処理の継続を図る。
令和8年度は、投入後の処理の安定性を確保するため、し尿及び浄化槽汚泥を小野田水処理センターに試験投入を
行うとともに、投入を開始するための仮設管敷設工事を実施する。

処理場耐震診断

小野田浄化センター整備事業
（環境課主体事業）

小野田浄化センター整備事業
（下水道課主体事業）

活動

基本設計（繰越）

100.00%

評価項目

5

計画通りに事業は進捗しており、一般廃棄物処理の推進に寄与する事業である。

評価理由

し尿及び浄化槽汚泥を処理し、市民の生活を衛生面から支える事業であり、妥当である。

100.00%

試験投入事前調整

100.00%

基本設計（繰越）

3

一般廃棄物の安定処理に向けて必要な事業であるため、優先度は高い。

老朽化したし尿処理施設を整備し、し尿及び浄化槽汚泥を安定的に処理することから、妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づく、し尿及び浄化槽汚泥の処分であり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づく、し尿及び浄化槽汚泥の処分であり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

し尿と下水の共同処理を行う新しい事業であり、スケールメリットによる経費削減が期待できる。

一般廃棄物処理事業債の充当を想定している。

1

3

37 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3130503103130503 課（局・室・所）・係・担当者 環境課 環境課

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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～

4 2 3

3 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

分析業務委託料

目

し尿処理負担金 30,000千円

30,000千円

し尿処理負担金 30,000千円

100千円

600千円

42千円

し尿処理負担金 716千円

し尿処理負担金

81,300千円

普通旅費

合計

し尿処理負担金

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

25千円 設計委託料

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

分析業務委託料

項 し尿処理費清掃費

一般

款

17千円

100,000千円

年度

8,773千円 工事請負費

監理委託料

R13以降 予算種別

小野田地区一般廃棄物（し尿等）処理事業費

R11R8

○試験投入
○仮設管敷設工事

○試験投入
○仮設管設計業務

○下水投入実施

継続 臨時

○下水投入実施

R9

中事業

250千円

8,470千円

予算費目

同左

R6（決算額）

大事業 し尿処理費

衛生費

R7（予算額）

9,473千円

R5以前

42千円 109,436千円

特記事項

下水投入開始後は、投入量に応じた下水道使用料相当額や水処理センターの維持管理費増加分
に相応する負担額を下水道事業会計へ負担金として支払う想定としている。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

42千円 109,436千円合計

地方債

30,000千円

30,000千円

30,000千円9,473千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

28,136千円2,973千円一般財源

その他

6,500千円

30,000千円

30,000千円

一般廃棄物処理事業債（施設（単独分））：充当率75％

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

2 13 5

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

17

3

2
小野田浄化センター整備事業
（下水道課主体事業）

活動

下水道事業計画、都市計画変更 基本設計 基本設計（繰越）

100.00% 100.00%

基本設計 基本設計（繰越）

ダイオキシン等分析調査 高分子焼却炉解体

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1
小野田浄化センター整備事業
（環境課主体事業）

活動

試験投入

高分子焼却炉解体

0.20人 1,182千円

総経費 4,348千円 44,305千円

人工数 人件費 0.38人 2,179千円 0.30人 1,720千円

地方債

2,169千円 42,585千円 42千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

3

支出内訳

9,473千円2,169千円 42,585千円 42千円

施設整備方針検討の結果を基に整備を行う。

経年劣化が顕著な小野田浄化センターを整
備し、し尿及び浄化槽汚泥の安定処理を目的
とする。

事業期間 R4 R10以降 予算種別 継続

小野田浄化センター（し尿処理施設）の老朽化に伴い、手法として総合的に
優れている下水道との共同処理を行う「し尿受入施設」の整備を進めること
で、し尿の安定的な処理の継続を図る。この事業は下水道課との共同事業に
なるとともに、予算についても下水道会計での計上が必要であることから、施
設整備及び維持管理に係る費用をし尿処理負担金として下水道会計に支払
うものとする。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

71千円

一般廃棄物（し尿等）処理事
業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

10 小野田浄化センター施設整備事業

9,473千円

一般財源 2,169千円 6,885千円 42千円

35,700千円

2,973千円

その他

6,500千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

下水との共同処理に向けた方針についての調整を進めることができた。

安定な処理の実施に向けて、試験投入を行うとともに、送水のための仮設管整備を進める。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

普通旅費 142千円 普通旅費 103千円 し尿処理負担金 17千円 分析業務委託料

し尿処理負担金 1,721千円 し尿処理負担金 普通旅費

し尿処理負担金 100千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 自然環境の保全・循環型社会の形成 一般廃棄物処理の推進

伐採委託料

環境課 環境課 事務事業番号 213050310

事業区分

政策的

スマイルエイジング

25千円 設計委託料 8,773千円

600千円

39,991千円

2,420千円

小野田浄化センターの整備

重点プロジェクト

通行料 8千円 工事請負費

分析委託料 298千円 設計委託料

設計委託料（債務負担行為）

1,224千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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小野田浄化センター施設整備事業 

１ 事業概要 
し尿処理施設である小野田浄化センターの老朽化が著しく、施設更新の必要があ 

るため、下水と共同処理を行う「し尿受入施設」の整備を進めているが、「上下水道

耐震化計画の策定について（令和６年９月２４日付国土交通省通知）」に伴い、下水

処理場の耐震化検討を要することとなったことから、その結果を踏まえた「し尿受

入施設」の整備方針とするため、その間、並行して既存施設から実証的に下水投入

するための仮設管を敷設する。 

２ 年次計画（仮設管敷設） 
R7 年度 設計業務、試験投入 
R8 年度 敷設工事、試験投入 
R9 年度 下水投入開始 

３ 仮設管敷設予定場所 
右図のとおり 

４ R8 年度事業費 
工事請負費 100,000 千円 
監理委託料 8,470 千円 
分析業務委託料 716 千円 
し尿処理負担金 250 千円（下水道事業債償還利息相当額） 

【特定財源】一般廃棄物処理事業債（施設（単独分））充当率 75％ 

５ 現処理施設の概要 

名称 小野田浄化センター 小野田水処理センター 
処理対象 し尿、浄化槽汚泥 下水 

予算 一般会計 下水道事業会計 
建築面積 ９７２㎡ １，７１４㎡ 
平均搬入量 約８５㎥／日 約９，０００㎥／日 
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